
豊岡市歴史的建築物保存活用助成事業補助金の概要 

 

交付の目的 豊岡市城崎温泉地区における歴史的建築物の保存及び

活用に関する条例（平成29年豊岡市条例第８号。以下「条

例」という。）に基づく認定歴史的建築物の認定に必要な

調査設計費用及び認定歴史的建築物の工事費用の助成を

行うことにより、認定歴史的建築物の保存及び活用を促進

することを目的とする。 

内容及び対象経費 １ 調査設計費 

条例第３条第１項に規定する認定歴史的建築物の認定

を申請しようとする建築物であって、当該建築物の安全

性確保に係る調査設計費用及び保存活用計画に係る策定

費用の一部を助成する。 

２ 工事費 

条例第７条に規定する保存活用計画に基づく認定歴史

的建築物の現状変更に係る工事費用の一部を助成する。 

対象者 認定歴史的建築物の所有者（法人を含む。）であって、

次に掲げるいずれにも該当する者とする。ただし、暴力団

等反社会的団体若しくはそれらの構成員又はそれらが関

係する者その他補助金を交付することが適当でないと市

長が認める者は除く。 

⑴ 補助対象事業を実施することについて、当該建築物

の権利者等から同意を得ている者 

⑵ 上記に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める

者 

補助率又は補助金

等の額 

次の表の補助基準に基づき、予算の範囲内で助成する。

ただし、千円未満の端数が生じるときは当該額を切り捨て

た額を助成する。 

対象経費 補助率 
補助限度額

(千円) 

１ 調査設計費 ２/３以内 2,000 

２ 工事費 １/２以内 18,000 
 

交付申請に添付す

る書類 

１ 調査設計費 

⑴ 位置図、現況写真及び配置図 

⑵ 設計書（補助対象経費を明らかにしたもの。） 

⑶ 請負契約見積書の写し 

⑷ 上記に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 



２ 工事費 

⑴ 条例第７条に規定する現状変更許可通知書の写し 

⑵ 調査設計書（補助対象経費を明らかにしたもの。） 

⑶ 請負契約書見積書の写し 

⑷ 上記に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

交付申請の期限 市長が指定する日 

申請書への記載

を省略する事項 

なし 

変更承認を要し

ない軽微な経費

の配分の変更 

なし 

概算払 不可 

実績報告書に添

付する書類 

１ 調査設計費 

⑴ 条例第４条に規定する認定通知書の写し 

⑵ 完成設計書（補助対象経費を明らかにし、最終設計

額及び完成設計額を二段書きにしたもの。） 

⑶ 領収書の写し 

⑷ 請負契約書の写し 

⑸ 上記に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

２ 工事費 

⑴ 条例第13条に規定する検査済証の写し 

⑵ 完成設計書（補助対象経費を明らかにし、最終設計

額及び完成設計額の二段書きにしたもの。） 

⑶ 領収書の写し 

⑷ 請負契約書の写し 

⑸ 上記に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

規則の適用除外 なし 

その他 １ 当該事業に係る調査設計又は工事は、条例の定めると

ころにより実施しなければならない。 

２ 調査設計又は工事費の助成は、認定歴史的建築物の申

請をしようとする一の対象建築物にそれぞれ１回を限

度とする。 

３ 申請者は、調査設計の終了後、遅滞なく認定歴史的建

築物の認定を申請すること。 
 


